
 





感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴

う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ

た
同
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
予
防
接
種
法
施
行
規
則
及
び
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る

医
療
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省

令
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
令
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
予
防

接
種
実
施
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴

う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同

令
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
予
防
接
種
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴

う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た

同
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
予
防
接
種
法
施
行
規
則
附
則
第
十
七
条
中
「
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
修
飾
ウ
リ
ジ
ン
Ｒ

Ｎ
Ａ
ワ
ク
チ
ン
（
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
―
Ｃ
ｏ
Ｖ
―
２
）
」
を
「
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
―
Ｃ
ｏ
Ｖ
―
２
）
Ｒ
Ｎ
Ａ
ワ
ク
チ
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ン
」
に
改
め
る
こ
と
。

第
二

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴

う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同

令
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
予
防
接
種
実
施
規
則
の
一
部
改
正

一

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴

う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た

同
令
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
予
防
接
種
実
施
規
則
（
以
下
「
旧
予
防
接
種
実
施
規
則
」
と
い
う
。
）
附
則
第
七

条
第
一
項
、
第
八
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
中
「
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
修
飾
ウ
リ
ジ
ン
Ｒ
Ｎ
Ａ
ワ
ク
チ
ン
（
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ

―
Ｃ
ｏ
Ｖ
―
２
）
」
を
「
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
―
Ｃ
ｏ
Ｖ
―
２
）
Ｒ
Ｎ
Ａ
ワ
ク
チ
ン
」
に
改
め
る
こ
と
。

二

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
予
防
接
種
の
初
回
接
種
の
実
施
方
法
に
、
以
下
の
方
法
を
加
え
る
こ
と
。

一
・
三
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
の
生
理
食
塩
液
で
希
釈
し
た
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
―
Ｃ
ｏ
Ｖ
―
２
）
Ｒ
Ｎ
Ａ
ワ
ク

（一）
チ
ン
（
令
和
四
年
一
月
二
十
一
日
に
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
た
も
の
の
う
ち
、
最
初



に
当
該
承
認
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
て
、
ト
ジ
ナ
メ
ラ
ン
及
び
フ
ァ
ム
ト
ジ
ナ
メ
ラ
ン
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）
を
十

八
日
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
二
回
筋
肉
内
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
毎
回
〇
・
二
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る

方
法コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
―
Ｃ
ｏ
Ｖ
―
２
）
Ｒ
Ｎ
Ａ
ワ
ク
チ
ン
（
令
和
四
年
一
月
二
十
一
日
に
法
第
十
四
条
の

（二）
承
認
を
受
け
た
も
の
（
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
旧
予
防
接
種
実
施
規
則
附
則
第
七
条
第
一
項
第
二
号
、
同
項
第
三

号
、
第
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
九
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
ト
ジ
ナ
メ
ラ
ン
及

び
リ
ル
ト
ジ
ナ
メ
ラ
ン
を
含
む
も
の
又
は
ト
ジ
ナ
メ
ラ
ン
及
び
フ
ァ
ム
ト
ジ
ナ
メ
ラ
ン
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）
を
十

八
日
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
二
回
筋
肉
内
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
毎
回
〇
・
三
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る

方
法

三

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
予
防
接
種
の
令
和
四
年
秋
開
始
接
種
の
実
施
方
法
に
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
Ｓ

Ａ
Ｒ
Ｓ
―
Ｃ
ｏ
Ｖ
―
２
）
Ｒ
Ｎ
Ａ
ワ
ク
チ
ン
（
令
和
三
年
五
月
二
十
一
日
に
法
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ

て
、
エ
ラ
ソ
メ
ラ
ン
及
び
ダ
ベ
ソ
メ
ラ
ン
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）
を
初
回
接
種
の
終
了
後
三
月
以
上
の
間
隔
を
お
い
て

一
回
筋
肉
内
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・
二
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
方
法
を
加
え
る
こ
と
。



四

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
予
防
接
種
の
令
和
五
年
春
開
始
接
種
の
実
施
方
法
か
ら
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
修

飾
ウ
リ
ジ
ン
Ｒ
Ｎ
Ａ
ワ
ク
チ
ン
（
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
―
Ｃ
ｏ
Ｖ
―
２
）
（
令
和
三
年
五
月
二
十
一
日
に
法
第
十
四
条
の
承
認
を
受

け
た
も
の
で
あ
っ
て
、
エ
ラ
ソ
メ
ラ
ン
及
び
イ
ム
エ
ラ
ソ
メ
ラ
ン
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）
を
初
回
接
種
又
は
令
和
四
年

秋
開
始
接
種
の
う
ち
、
被
接
種
者
が
最
後
に
受
け
た
も
の
の
終
了
後
三
月
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
一
回
筋
肉
内
に
注
射
す

る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
方
法
を
削
る
こ
と
。

五

五
歳
以
上
十
二
歳
未
満
で
あ
る
者
に
対
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
予
防
接
種
の
令
和
五
年
春
開
始
接

種
の
実
施
方
法
に
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
―
Ｃ
ｏ
Ｖ
―
２
）
Ｒ
Ｎ
Ａ
ワ
ク
チ
ン
（
令
和
三
年
五
月
二
十
一
日
に

法
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
て
、
エ
ラ
ソ
メ
ラ
ン
及
び
ダ
ベ
ソ
メ
ラ
ン
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）
を
初
回

接
種
又
は
令
和
四
年
秋
開
始
接
種
の
う
ち
、
被
接
種
者
が
最
後
に
受
け
た
も
の
の
終
了
後
三
月
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
一

回
筋
肉
内
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・
二
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
方
法
を
加
え
る
こ
と
。

第
二

施
行
期
日

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
八
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。



「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
予
防
接
種
の
実
施
に
つ
い
て
（
指
示
）
」
（
令
和
三
年
二
月
十
六
日
付
け
厚

生
労
働
省
発
健
〇
二
一
六
第
一
号
厚
生
労
働
大
臣
通
知
）
一
部
改
正
案

一

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
予
防
接
種
に
お
い
て
使
用
す
る
ワ
ク
チ
ン
の
表
中
「
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
修
飾
ウ
リ

ジ
ン
Ｒ
Ｎ
Ａ
ワ
ク
チ
ン
（
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
―
Ｃ
ｏ
Ｖ
―
２
）
」
を
「
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
―
Ｃ
ｏ
Ｖ
―
２
）
Ｒ
Ｎ
Ａ
ワ

ク
チ
ン
」
に
改
め
る
こ
と
。

二

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
予
防
接
種
の
初
回
接
種
に
お
い
て
使
用
す
る
ワ
ク
チ
ン
に
以
下
の
も
の
を
追
加
し

、
そ
の
対
象
者
を
以
下
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
―
Ｃ
ｏ
Ｖ
―
２
）
Ｒ
Ｎ
Ａ
ワ
ク
チ
ン
（
令
和
四
年
一
月
二
十
一
日
に
フ
ァ
イ
ザ
ー
株
式

（一）
会
社
が
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四

十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
た
も
の
の
う
ち
、
最
初
に
当
該
承
認
を
受
け
た
も
の
で
あ

っ
て
、
ト
ジ
ナ
メ
ラ
ン
及
び
フ
ァ
ム
ト
ジ
ナ
メ
ラ
ン
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）
を
加
え
、
そ
の
対
象
者
を
五
歳
以
上
十
二

歳
未
満
の
者
と
す
る
こ
と
。

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
―
Ｃ
ｏ
Ｖ
―
２
）
Ｒ
Ｎ
Ａ
ワ
ク
チ
ン
（
令
和
四
年
一
月
二
十
一
日
に
フ
ァ
イ
ザ
ー
株
式

（二）
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会
社
が
法
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
た
も
の
（
初
回
接
種
、
令
和
四
年
秋
開
始
接
種
及
び
令
和
五
年
春
開
始
接
種
に
お
い

て
五
歳
以
上
十
二
歳
未
満
に
対
し
て
使
用
す
る
ワ
ク
チ
ン
と
し
て
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
ト
ジ
ナ
メ
ラ
ン

及
び
リ
ル
ト
ジ
ナ
メ
ラ
ン
を
含
む
も
の
又
は
ト
ジ
ナ
メ
ラ
ン
及
び
フ
ァ
ム
ト
ジ
ナ
メ
ラ
ン
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）
を
加

え
、
そ
の
対
象
者
を
十
二
歳
以
上
の
者
と
す
る
こ
と
。

三

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
予
防
接
種
の
令
和
四
年
秋
開
始
接
種
に
お
い
て
使
用
す
る
ワ
ク
チ
ン
に
、
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
（
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
―
Ｃ
ｏ
Ｖ
―
２
）
Ｒ
Ｎ
Ａ
ワ
ク
チ
ン
（
令
和
三
年
五
月
二
十
一
日
に
武
田
薬
品
工
業
株
式
会
社
が
法

第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
て
、
エ
ラ
ソ
メ
ラ
ン
及
び
ダ
ベ
ソ
メ
ラ
ン
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）
を
加
え
、
そ

の
対
象
者
を
六
歳
以
上
十
二
歳
未
満
の
者
（
基
礎
疾
患
を
有
す
る
者
そ
の
他
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
か
か
っ
た
場

合
の
重
症
化
リ
ス
ク
が
高
い
と
医
師
が
認
め
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

四

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
予
防
接
種
の
令
和
五
年
春
開
始
接
種
に
お
い
て
使
用
す
る
ワ
ク
チ
ン
か
ら
、
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
修
飾
ウ
リ
ジ
ン
Ｒ
Ｎ
Ａ
ワ
ク
チ
ン
（
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
―
Ｃ
ｏ
Ｖ
―
２
）
（
令
和
三
年
五
月
二
十
一
日
に
武
田
薬
品
工

業
株
式
会
社
が
法
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
て
、
エ
ラ
ソ
メ
ラ
ン
及
び
イ
ム
エ
ラ
ソ
メ
ラ
ン
を
含
む
も
の
に

限
る
。
）
を
削
る
こ
と
。



五

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
予
防
接
種
の
令
和
五
年
春
開
始
接
種
に
お
い
て
使
用
す
る
ワ
ク
チ
ン
に
、
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
（
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
―
Ｃ
ｏ
Ｖ
―
２
）
Ｒ
Ｎ
Ａ
ワ
ク
チ
ン
（
令
和
三
年
五
月
二
十
一
日
に
武
田
薬
品
工
業
株
式
会
社
が
法

第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
て
、
エ
ラ
ソ
メ
ラ
ン
及
び
ダ
ベ
ソ
メ
ラ
ン
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）
を
加
え
、
そ

の
対
象
者
を
六
歳
以
上
十
二
歳
未
満
の
者
（
基
礎
疾
患
を
有
す
る
者
そ
の
他
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
か
か
っ
た
場

合
の
重
症
化
リ
ス
ク
が
高
い
と
医
師
が
認
め
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

六

こ
の
通
知
は
、
令
和
五
年
八
月
七
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
。


